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原子力損害賠償の完全実施に関する緊急要望

福島の復興・再生には原子力発電所事故による損害が最後まで確

実に賠償されることが不可欠であることから、これまで幾度にもわ

たり、国及び東京電力に対し、損害の範囲を幅広く捉え、被害の実

態に見合った十分な賠償が確実かつ迅速になされるよう強く求めて

きたところである。

これまで、精神的損害や営業損害を始めとする賠償の枠組みが一

つ一つ構築され、賠償請求手続が進められてきたが、原子力発電所

事故の影響は広範囲かつ長期に及んでおり、事故から１４年以上が

経過した現在も、一部地域で避難指示が継続しているほか、避難指

示解除後も住民や事業者の帰還が十分に進んでいない地域がある。

また、農林水産物を始めとした県産品の全国平均との価格差は、

震災前のポジションに戻らないまま固定化されているほか、震災前

と比較して、観光や教育旅行での宿泊者数は７割程度であり、いま

だ県内全域に根強い風評が残っている。

さらに、一部の国・地域が実施した日本産水産物等の輸入停止措

置について、政府一丸となった働き掛けにより一部で緩和の動きも

見られる一方で、依然として福島県産水産物等への規制が続くなど

影響が生じているほか、県内外の関係団体等から、ＡＬＰＳ処理水

の処分を含めた福島第一原発の廃炉において、作業ミスやトラブル

等による新たな風評が生じることへの不安や懸念も示されている。
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国においては、ＡＬＰＳ処理水の処分について、行動計画に基づ

き政府一丸となって万全な対策を徹底的に講じるとともに、それで

もなお風評被害が発生した場合の賠償について、東京電力に円滑な

対応を行わせるべきである。

また、中間指針第五次追補を踏まえた追加賠償への丁寧な対応は

もとより、被害者の生活や事業の早期再建につなげるため、既存の

賠償項目に関しても、損害がある限りは賠償を行うという考え方の

下、被害者それぞれの立場に立った賠償が迅速かつ柔軟になされる

よう、東京電力への指導・監視を強化するとともに、被災地の実情

に応じた「指針」の適時適切な見直しや、被害者に寄り添ったきめ

細かな支援策を確実に実施し、原子力政策を国策として推進してき

た責任を最後まで果たすべきである。

よって、福島県民の総意として、原子力損害賠償の完全実施と、

次の事項についての確実な対応を強く要望する。
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１ ＡＬＰＳ処理水の海洋放出に係る責任ある対応

(1) ＡＬＰＳ処理水の海洋放出に伴う一部の国や地域による日

本産水産物等の輸入停止措置について、依然として福島県産

等の輸入規制が継続し、漁業者や水産加工業者を始めとする

事業者に影響が生じていることから、輸入規制の早期緩和・

撤廃に向けたより一層の働き掛けを行うとともに、東京電力

に対し、被害者の立場に立った賠償を確実かつ迅速に行わせ

ること。

また、海洋放出は長期間にわたる取組であるため、新たな

風評を発生させないという強い決意の下、行動計画に基づき

政府一丸となって、徹底した安全対策や国内外に向けた正確

な情報発信、農林水産業や観光業、商工業を始めとする幅広

い業種に対する万全な風評対策を徹底的に講じるとともに、

新たな風評被害を最小にとどめるために地方公共団体が実施

する風評対策の事業について、引き続き、財政支援措置を講

じること。

(2) それでもなお、風評被害が発生する場合には、「損害があ

る限り最後まで賠償する」との基本的な考え方の下、被害の

実態に見合った賠償が確実かつ迅速になされるよう、また、

事業者が安心して事業や生業に取り組むことができるよう、

東京電力を指導することはもとより、国が前面に立って対応

すること。

この際、特に次の事項について確実に対応すること。

ア 損害の確認方法や算定方法に関する考え方、具体的な請

求手続などについて、東京電力の十分な相談・受付体制を

確保した上で、事業者への客観的で分かりやすい説明を行

い広く周知するとともに、意見・要望を丁寧に聞き取り、

事業者に寄り添った対応をさせること。
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イ 特に、風評被害は、発生の証明が容易ではない上、事業

者が自ら新たな風評による損害を立証することは非常に困

難な状況にあることを認識し、賠償請求に係る損害の立証

については、事業者の負担とならない簡便かつ柔軟な方法

により対応させること。

ウ 原発事故後には、直接的な損害や間接的な被害が、県内

全域の様々な分野で発生した事実を踏まえ、農林水産業や

観光業、商工業のみならず、あらゆる業種において、損害

の範囲を幅広く捉え、個別具体的な事情による損害につい

ても誠意を持って対応させること。

(3) 原子力損害賠償紛争審査会を含め、国においては、基本方

針や行動計画による様々な対策の実施状況を継続的に確認し、

具体的な調査等により当県の現状把握をこれまで以上にしっ

かりと行うなど、必要な対応を適時適切に行うこと。

２ 中間指針第五次追補等を踏まえた適切な対応

(1) 中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償について、賠償

対象者に対する支払率が９割を超えた一方で、いまだ数万人

が賠償請求未了となっていることから、被害者が請求の機会

を失うことのないよう、賠償請求未了者の現況把握と追加賠

償の周知を丁寧に行うとともに、現地訪問等を通した手続案

内や請求支援にも取り組むことで、確実かつ円滑に賠償を行

わせること。

また、これらの請求手続に関し、関係書類を交付する市町

村から窓口業務の負担が大きいなどの声も寄せられたため、

行政サービスへの影響が生じることのないよう、請求書類の

簡素化を含め、柔軟な対応を行わせること。

(2) 「指針」に明記されなかった個別具体的な事情による損害

についても、東京電力が誠意を持って対応するよう指導する

こと。
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３ 適時適切な「指針」の見直し

審査会においては、「第五次追補」策定後も、被害者の生

活や事業の再建が確実に果たされるよう、引き続き、現地視

察や関係市町村等からの意見聴取、さらには後続訴訟におけ

る確定判決において、「第五次追補」を上回る賠償額が示さ

れた事例もあることから、調査・分析等を進め、被災地はも

とより、当県の現状をしっかりと把握した上で、適時適切な

「指針」の見直しを行うこと。

４ 営業損害に係る賠償

(1) 農林水産業の営業損害に係る賠償

ア 農林水産業に係る営業損害については、多くの県産農林

水産物の価格が依然として全国平均より低い傾向にあるな

ど県内全域に根強い風評が残り、農業産出額の回復が遅れ

ている状況等をしっかりと受け止め、風評を払拭し産地の

競争力を回復するため、引き続き生産から流通・消費に至

る総合的な対策を継続するとともに、東京電力に対し、農

林漁業者や関係団体からの意見・要望に柔軟に対応させ、

被害者の負担軽減を進めながら、被害者の立場に立った賠

償を円滑に行わせること。

イ 避難指示区域内や出荷制限等に係る農林業の一括賠償後

の取扱いについて、農林業者等へ事前に丁寧な周知・説明

を徹底して行い、被害の実態に見合った賠償を確実に行わ

せること。

また、風評被害はもとより、地域に特別な状況や被害者

に個別具体的な事情がある場合には、被害者の立場に立っ

て柔軟に対応させること。
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(2) 商工業等の営業損害に係る賠償

ア 商工業等に係る営業損害の一括賠償については、原子力

発電所事故との相当因果関係の確認に当たり、個別訪問等

による実態把握に努め、定性的要因を積極的に採用するな

ど、簡易な手法で柔軟に行うとともに、個別具体的な事情

による損害についても誠意を持って対応させること。

また、一括賠償で年間逸失利益の２倍相当額の賠償を受

けられなかった被害者からの相談や請求についても相談窓

口等で丁寧に対応し、状況の変化を踏まえた的確な賠償を

行わせること。

イ 商工業等に係る営業損害の一括賠償後の取扱いについて

も、被害者からの相談や請求に丁寧に対応し、表面的・形

式的に判断することなく、地域の状況や事業の特殊性、個

別具体的な事情をしっかりと把握した上で、損害の範囲を

幅広く捉え、被害の実態に見合った十分な賠償を確実かつ

迅速に行わせること。

また、原子力発電所事故との相当因果関係の確認に当た

っては、一括賠償請求時の提出書類を最大限活用するなど、

手続の簡素化に取り組みながら柔軟に対応し、被害者の負

担を軽減させること。

ウ 同様の損害を受けている被害者が請求の方法や時期によ

って賠償の対応に相違が生じることのないよう、風評被害

の相当因果関係の類型、判断根拠、東京電力の運用基準や

個別事情に対応した事例を公表・周知するとともに、書面

で理由を明示するなど被害者への分かりやすい丁寧な説明

を徹底して行わせること。
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５ 被害者や地域の実情を踏まえた賠償

(1) 被害の実態に見合った賠償

帰還困難区域はもとより、避難指示解除区域、旧緊急時避

難準備区域、旧特定避難勧奨地点等を含め、住民や事業者の

置かれている状況を十分に踏まえ、混乱や不公平を生じさせ

ないよう配慮しながら、被害の実態に見合った賠償を確実か

つ迅速に行わせること。

(2) 避難生活の長期化等に伴う賠償

避難指示により住み慣れた古里を離れることを余儀なくさ

れ、長期にわたり避難生活を続けている被害者の心情をしっ

かりと受け止め、日常生活の阻害や生活基盤の喪失・変容な

どの様々な精神的な苦痛、生活費の増加費用、就労不能に伴

う損害、家賃等の避難費用等について、地域の実情や個別具

体的な事情等に応じた適切な対応を含め、被害者の立場に立

った賠償を行わせること。

また、賠償対象期間経過後も賠償の対象となる「特段の

事情がある場合」については、避難指示解除後の現状をしっ

かりと把握した上で、個別具体的な事情に応じて柔軟に対応

させること。

(3) 被災地の財物に係る柔軟な対応

依然として多くの住民が避難を継続している被災地の実情

をしっかりと受け止め、管理や使用が困難となった財物の価

値の減少や喪失等について、被害者の生活や事業の再建を最

優先にする観点から、被害の実態に見合った十分な賠償を確

実に行わせること。

(4) 住居確保に係る損害の賠償

ア 被害者が生活再建の見通しを立てることができるよう、

帰還、移住のいずれの場合においても、地域の状況や被害

者一人一人の事情に応じた賠償が柔軟かつ迅速になされる

ようにすること。
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イ 帰還又は移住先における宅地の取得費用の算定に当たっ

ては、地価の動向を踏まえ、柔軟に対応させること。

ウ 賠償の対象となる費用や賠償額の算定方法等について、

全ての被害者に分かりやすく丁寧に説明させること。

(5) 自主的避難等に係る賠償

自主的避難等に係る損害について、損害の範囲を幅広く捉

え、県民それぞれの被害の実態に見合った賠償を行うととも

に、個別具体的な事情による損害についても誠意を持って対

応させること。

６ 被害者の視点に立った親身・迅速な賠償

(1) 「中間指針第五次追補」の基本的な考え方に明記されたと

おり、被害者からの賠償請求を真摯に受け止め、被害者の心

情にも配慮し誠実に対応させること。

(2) 「指針」は賠償範囲の最小限の基準であることを深く認識

させ、被害者の視点に立った柔軟な解釈の下で、賠償請求へ

迅速に対応させるなど、被害者優先の親身な賠償を行わせる

こと。

(3) 東京電力「福島復興本社」の十分な体制の確保はもとより、

当県の実情や被害者の声をしっかりと把握した上で、誠意を

持って迅速に賠償を行わせるとともに、「第四次・総合特別

事業計画」に掲げられた「最後の一人まで賠償貫徹」、「迅速

かつきめ細やかな賠償の徹底」及び「和解仲介案の尊重」の

「３つの誓い」を厳守させること。
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(4) 賠償請求手続については、高齢者等から手続が困難である

等の声もあることから、被害者の負担軽減をより一層進める

とともに、全ての被害者が確実に賠償請求をすることができ

るよう、必要な相談体制をしっかりと確保した上で、対象と

なる賠償項目及び請求方法の分かりやすい表記、賠償請求未

了者への手続の一層の周知や、個別訪問等による手続の支援、

相談窓口等での誠意ある丁寧な対応をこれまで以上に徹底し

て行わせること。

(5) 東京電力に対する様々な不安感や不信感を真摯に受け止め、

合意に至っていない従来の賠償請求にも誠実に対応するなど、

これまで以上に被害者に寄り添った取組を徹底させること。

(6) 全ての被害者が賠償請求の機会を失うことのないよう、東

京電力に対し、賠償請求未了者の掘り起こしや周知活動を徹

底させることはもとより、「指針」に明記されていない損害

への対応を含め、「第四次・総合特別事業計画」に明記した

とおり将来にわたり消滅時効を援用せず、損害がある限り最

後まで賠償を行うよう指導すること。

また、国においても、原子力損害賠償紛争解決センターに

よる和解仲介手続等の一層の周知や、更なる法制度の見直し

も含め必要な対応を行うこと。

(7) 被害者への迅速な賠償が行われるよう、東京電力による損害賠

償に必要十分な財源を確保すること。

(8) 減収分等に対して支払われる賠償金の税制上の取扱いにつ

いては、被災地域全体における税制の在り方を踏まえながら、

被害者救済の視点を十分に反映したものとすること。
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７ 原子力損害賠償紛争解決センターによる和解の仲介

(1) 原子力損害賠償紛争解決センターが提示する「総括基準」

や「和解仲介案」を原子力災害の原因者としての自覚を持っ

て積極的に受け入れさせ、確実かつ迅速に賠償を行わせるこ

と。

また、同様の損害を受けている被害者に対しては、和解仲介

の手続によらず、直接請求によって一律に対応させること。

(2) 原子力損害賠償紛争解決センターによる和解仲介実例を被

害の状況が類似している地域等において同様に生じている損

害に適用し、直接請求により全ての被害者への公平な賠償を

確実かつ迅速に行わせること。

(3) ＡＤＲによる和解仲介について、改めて広く県民に周知を

図り、個別の事情についても確実かつ迅速な賠償がなされる

よう取り組むこと。

８ 地方公共団体に係る賠償

(1) 県内地方公共団体が原子力発電所事故に起因して負担した

費用等について、請求手続の簡素化に取り組みながら相談や

請求に丁寧に対応し、確実かつ迅速に賠償を行わせること。

特に、先行して賠償を行った事例について、被害の状況が

類似している他の地方公共団体における損害にも適用し、公

平な賠償を行わせること。

(2) 中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償の請求受付に関

し、市町村の業務に過剰な負担が生じることのないよう、市

町村の業務支援を含め、誠意を持って対応させること。

(3) 原子力発電所事故によって生じた目的税を始めとする税収

の減少分については、個別具体的な事情による損害について

も柔軟に対応し、確実かつ迅速に賠償を行わせること。



- 11 -

(4) 地方公共団体が民間事業者と同等の立場で行う事業につい

ては、地域の状況や事業の特殊性、個別具体的な事情をしっ

かりと把握した上で、損害の範囲を幅広く捉え、被害の実態

に見合った十分な賠償を行わせること。

(5) 地方公共団体の財物の賠償については、県や市町村等の意

向を十分に踏まえ、迅速に賠償を行うとともに、インフラ資

産等の取扱いを含め、個別具体的な事情による損害について

も柔軟に対応させること。

(6) 原子力損害賠償紛争解決センターによる県や市町村の和解

仲介実例を被害の状況が類似している他の地方公共団体にお

ける損害にも適用し、直接請求により公平な賠償を確実かつ

迅速に行わせること。

９ 政府による復興施策等の確実な実施

第２期復興・創生期間以降も、国の全責任の下で、迅速な

賠償はもとより、住宅確保や就労の支援、農林水産業及び商

工業等の事業再開や転業等のための支援、教育や医療、福祉

サービスの充実など、被害者に寄り添ったきめ細かな生活再

建策、住民帰還に向けた支援策を確実に実施すること。

また、いまだ一部の国や地域が県産農林水産物等の輸入規

制を継続しているほか、観光や教育旅行での宿泊者数などが

十分に回復していないことを始め、原子力災害による影響は、

現在進行形で県内全域に及んでいることから、風評・風化対

策を始めとした福島の復興・創生に向けた取組を今後も一体

的・中長期的に国が前面に立って推進すること。


